
                          

令和６年６月改訂 

 富山労災病院 

医療情報取得加算について 
 

 

    当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。 

    当院を受診した患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定

健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行

います。 
 

当院を受診される方に対して、国が定めた診療報酬の算定要

件に従い、『医療情報取得加算』を算定いたします。 
 

 

〇マイナ保険証を利用しない場合・      

診療情報等の活用に同意がない場合   初診時 ３点 

                   再診時 ２点 

 

〇マイナ保険証利用する場合 

（診療情報等の活用に同意がある場合）  初診時 １点 

再診時 １点 
 

 

※上記にかかわらず、他の医療機関からの紹介状をお持ちの方は 

１点となります。 

 

マイナ保険証はマイナンバーカードを保険証として利用す

るための登録が必要です。当院にある顔認証付きカードリー

ダーで申込みが可能です。 
 

 

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保

険証の利用にご協力をお願いいたします。 

  



                          

令和６年６月改訂 

 富山労災病院 

医療ＤＸ推進体制整備加算について 
 

 

当院は医療ＤＸを推進して質の高い医療を提供できるよう

に体制整備を行っております。 

 

    オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報

等を活用して診療を実施しております。 

 

    マイナ保険証利用を促進するなど、医療ＤＸを通じて質

の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 

 

 

    電子処方箋の発行、電子カルテ情報共有サービスなどの

医療ＤＸにかかる取組を実施してまいります。 

（今後導入予定です。） 

 

初診で当院を受診される方に対して、国が定めた診療報酬の

算定要件に従い、『医療ＤＸ推進体制整備加算』を算定いた

します。 
 

初診時（月１回に限る） ８点 

 

マイナ保険証によるオンライン資格確認等

の利用にご協力をお願いいたします。 

 


